
 

半田市私道舗装要綱 
 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、私道の公道化を図るなかで整備することを基本とするが、地

域の生活環境の向上を図るため、市が行う私道の舗装について必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において私道とは、次の各号に掲げる道をいう。 

（1） 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）の規定により設置された道路以外の私道 

（2） 当該私道が、現に一般交通の用に供されているもの 

2 この要綱において「私道利用者」とは、当該私道に接した土地に居住し、日常生

活のために常時利用している者をいう。 

（私道利用者の責務） 

第３条 私道利用者は、常に私道が安全で最良の状態であるよう心掛けるとともに、

私道の利用に際して、交通事故等一切の責任を負うものとし、市又は土地所有者に

対して、責任の転嫁をしないよう努めること。 

（土地所有者の責務） 

第４条 土地所有者は、市に対し道路認定、用地買収等一切の申立てはしないこと

とし、私道利用者が日常生活のために利用する道として、協力ができるよう努める

こと。 

（条件） 

第５条 舗装を行おうとする私道は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなけれ

ばならない。ただし、公共施設に接続する道路及び位置指定道路を除く。 

（1） 私道に接する公道が舗装されていること。 

（2） 私道築造後 20 年以上経過している道で、一般交通の用に供されていること。 

（3） 幅員が、1.8 メートル以上であること。 

（4） 私道が幅員 2 メートル以上の公道に接していること。 

（5） 当該私道を利用する人家が 2 戸以上であること。 

（6） 舗装工事の対象とする私道に交通又は当該工事に支障となるような物件がな

いこと。 

（7） 舗装工事の対象とする私道に接して、がけ等があるときは、交通安全上防護

がなされていること。 

（8） 公図上、公衆用道路として分割登記がされ、現地に境界杭等で明示されてい

ること。 



 

（9） 私道部分に私的所有物等の占有がないこと。 

（10） 私道が公共下水道供用開始区域内である場合は、私道を利用する人家が全て

公共下水道に接続していること。 

2 この要綱に基づき舗装された私道のうち、舗装後 5 年以上を経過し、かつ破損率

が 70 パーセント以上のものについては、前項の規定を対象にして再度これを舗装工

事として行うことができる。 

第６条 舗装を行おうとする土地権利者及び申請に係る私道利用者について、市税

等（市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険

料及び後期高齢者医療保険料をいう。）の滞納がある場合は、この要綱の規定は適

用しないものとする。ただし、適切な納税誓約書の提出があり、確実な納付が見

込まれると判断される場合は、この限りでない。 

2 前項の規定は、前条第２項の規定に基づく舗装工事について準用する。 

（申請書の提出） 

第７条 私道の舗装を受けようとする者は、敷地の所有者を含め当該私道利用者の

総意に基づき代表者を定めて申請するものとする。 

2 前項に規定する施行申請は、私道舗装工事施行申請書（様式第 1）に関係書類を

添えて市長に行うものとする。 

3 前項の規定は、第５条第２項の規定に基づく舗装工事について準用する。 

（私道舗装審査会） 

第８条 私道の舗装工事施行の適否その他を認定するため、市に私道舗装審査会

（以下「審査会」という。）を設ける。 

2 審査会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

3 審査会の庶務は、建設部維持管理課において行う。 

（施行決定通知等）     

第９条 市長は、私道利用者の申請に係る舗装工事を施行することに決定したとき

は、私道舗装施行決定通知書（様式第 2）を申請者に通知するものとする。 

2 市長は、私道利用者の申請に係る舗装工事を施行しないことに決定したときは、

私道舗装施行申請却下通知書（様式第 3）により申請者に通知するものとする。 

（舗装の内容及び費用負担）                   

第１０条 私道の舗装工事は、路面舗装（側溝等の付帯工事及び地下埋没物の移転

補償は除く。）するものとし、予算の範囲内において市が全額費用を負担して行うも

のとする。 

（土地所有者との関係） 

第１１条 私道利用者は、私道の舗装工事の施行申請をしようとするときは、あら



 

かじめ舗装工事施行上必要な関係土地権利者の承諾を得るものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、昭和 63 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成元年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成元年 10 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 10 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 14 年 12 月 21 日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成 20 年 4 月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和 8 年 4 月 1 日から施行する。 

別 表 

私道舗装審査会役職員名 

  会 長 副  市  長 

  副会長 総 務 部 長 

  委 員 建 設 部 長 

  委 員 維持管理課長 

  委 員 都市計画課長 

  委 員 上下水道経営課長 

 



 

様式第 1（第 7 条関係） 

 

年  月  日 

 

私道舗装工事施行申請書 
 

半田市長 殿 

 

申請者（私道利用者代表） 

住 所 

氏 名 

 

 市において、次の私道を舗装していただくよう関係書類を添えて申請します。 

 なお、施行に伴い問題が発生したときは申請者において責任をもって処理します。 

 

1．施行位置        町   丁目   番地から 

              町   丁目   番地まで 

2．幅  員   最大    ｍ 

         最小    ｍ 

3．延  長    ｍ 

 

4．私道管理責任者 

    住 所 

    氏 名           ＴＥＬ 

 

5．添付書類 

1．申請者（私道利用者）選任書（別紙 1） 5．公図の写 

2．土地所有者等承諾書（別紙 2） 6．登記簿謄本 

3．誓約書（別紙 3） 7．私道現況写真 

4．施行箇所位置図（S＝1/2,500） 8．土地権利者及び私道利用者全員の

市税等滞納がない証明書（別紙４）又

は納税誓約書の写し 



 

様式第 1 別紙 4 

 

年  月  日 

 

市税等滞納がない証明書 

 

                   申請者  住 所 

                        氏 名 

 

 下記の者について、半田市において市税等の滞納がないことを証明願います。 

 

記 

 

住 所 氏 名 生年月日 

  
  年  月  日生 

 

 上記の者は、現在半田市において市税等（市民税、軽自動車税、固定資産税、都市

計画税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料）の滞納がないこと

を証明します。 

年  月  日 

半田市長             印 

 

 

 

委 任 状 

 

 私は、申請者を代理人と定め、市税等滞納がない証明の交付申請に関する権

限を委任します。 

      年  月  日 

 

委任者（証明を必要とする者） 

住 所 

氏 名 

 

※ 申請者と証明を必要とする者が相違する場合は、委任状欄に自署してください。 



 

様式第 1 別紙 1 

 

年  月  日 

 

申請者（私道利用者）選任書 

 
 わたくしは、このたび          を代表と定め、次の私道舗装工事施

行申請に係る一切の権限を委任します。 

 なお、施行に伴い問題が発生したときは、一切私道利用者の連帯責任において処

理いたします。 

 

    私道   半田市       町     丁目      番地から 

         半田市       町     丁目      番地まで 

 

年  月  日 
私     道     利     用     者 

住         所 氏  名 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

様式第 1 別紙 2 

年  月  日 

 

土 地 所 有 者 等 承 諾 書 
 

私道利用者 殿 

 

土地権利者（別記） 

 

 わたくしは、一般通行の用に供されている次の私道の舗装工事を半田市において

施行されるよう私道利用者が同市に申請することについて、土地権利者として同意

します。 

 

    私道   半田市       町     丁目      番地から 

         半田市       町     丁目      番地まで 

 

記 

 

私道敷地の表示 土   地   権   利   者 

町  名 地 番 権利の種類 住   所 氏  名 

     

  
 

  

     

     

     

     

 



 

様式第 1 別紙 3 

年  月  日 

 

誓 約 書 
 

半 田 市 長 殿 

私道利用者（別記） 

 

 わたくしは、一般通行の用に供されている次の私道の舗装工事が貴重な税金によ

り半田市において施行されることに留意し、この私道において私権を主張しないこ

と、及び公道としての維持管理に努めることを誓約します。 

なお、この私道に関係する土地の使用権利を相続又は、第三者に譲渡する場合は、

この誓約書の内容を譲受人に承継します。 

 

    私道   半田市       町     丁目      番地から 

         半田市       町     丁目      番地まで 

 

記 

 

私道敷地の表示 土   地   権   利   者 

町  名 地 番 権利の種類 住   所 氏  名 

     

  
  

 

     

     

     

     

 


